
医療法人 笹本会 おおくに介護予防通所介護 

第一号通所事業（介護予防通所介護相当サービス） 

重要事項説明書 
 

 

１、事業所概要 

  事業所名称      医療法人 笹本会  

             おおくに介護予防通所介護 

  所在地        山梨県甲府市大里町５３１５ 

  事業所指定番号    １９７０１０２１１５ 

  管理者・連絡先    石井 紀美江    電話番号 055－220－2777 

 

  サービス提供地域   ◎甲府市（塚原町・小松町・西田町・下積翠寺町・上積翠寺町・

下帯那町・平瀬町・上帯那町・塔岩町・竹日向町・高成町・

猪狩町・川窪町・高町・草鹿沢町・御岳町・上向山町・ 

心経寺町・中畑町・梯町・古関町を除く） 

 

 

２、事業所の職員体制  

  管理者      1 名 

  生活相談員    1 名  

  看護職員     1 名以上 

  介護職員     1 名以上 

  機能訓練指導員  1 名以上 

  口腔機能指導員  1 名以上（兼務あり） 

   

３、営業日･時間        

     営業時間   午前 8 時 30 分 ～ 午後 5 時 30 分 

     休業日    土曜日、日曜日、祝日、12 月 30 日～翌年 1 月 3 日（年末年始） 

 

４、サービス提供の主な内容 

(1) 生活行為向上援助 

(2) 運動器の機能向上 

(3) 口腔機能の向上 

(4) 健康状態の確認 

(5) アクティビティサービス 

(6) 送迎サービス 

(7) 相談・助言等に関すること 



５、利用料金 

（1） 第一号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）を提供した場合の利用

料の額は、各市町村独自の介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サ

ービスについては、利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を

乗じた額とします。 

 

６、秘密保持 

（1） サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密・個人情報に

ついては、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由が

ある場合を除いて、契約期間中および契約終了後、第三者に漏らしてはならない

ものとします。 

（2） ただし、サービス提供するにあたり、病院・医院およびサービス提供に関係する

他事業所との間で利用者の情報提供（病状・サービス内容など）をすることがで

きるものとします。 

（3） 離職した者についても、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に

関する秘密・個人情報については、第三者に漏らしてはならないものとします。 

    

７、事故発生時の対応 

    第一号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）提供を行っているときに事故

が起こった場合は、家族や市町村に連絡するとともに、その他必要な場合には、

速やかに主治医に連絡を取るなど必要な処置を講じます。 

 

８、緊急時の対応方法 

    第一号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）介護利用中に利用者の心身の

状態が急変した場合、その他必要時は、家族または緊急連絡先へ連絡をするとと

もに、速やかに主治医または担当介護予防支援事業者に連絡を取る等の必要な措

置を講じます。ただし、家族及び緊急連絡先への連絡が取れない場合は、施設長

の判断によりやむを得ず緊急車輌にて受診を依頼する等の必要な措置を講じます。 

 

主治医 
 

 

医療機関名 

電話番号 

 

 

ご家族 
 

電話番号 
 

  

 

９、損害賠償 

 事業者は、サービスの実施にあたって、自らの責めに帰すべき事由により利用者の

生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償するものとします。

但し、リスク管理については、充分注意して行うが、職員が注意を促しているにも

かかわらず発生した事故に関しては責任を負いかねます。 



 

１０、相談窓口・苦情対応 

（1） 第一号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）に関するご相談・苦情及び

第一号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）計画に基づいて提供してい

る各サービスについてのご相談･苦情を賜ります。 

     担当      石井 紀美江 

     受け付け時間  午前 8 時 30 分 ～ 午後 5 時 30 分 

     電 話     ０５５－２２０－２７７７ 

 

（2） 市町村の介護保険相談窓口及び山梨県国民保険団体連合会に苦情を申し立てる

ことも出来ます。 

  各市町村担当 介護保険相談窓口 

・甲府市     電話：０５５－２３７－５４７３  

・甲斐市     電話：０５５－２７６－２１１１ 

・南アルプス市  電話：０５５－２８２－１１１１  

・中央市     電話：０５５－２７４－１１１１ 

・笛吹市     電話：０５５－２６２－４１１１  

・昭和町     電話：０５５－２７５－２１１１ 

・北杜市     電話：０５５１－４２－１３３３ 

・富士川町    電話：０５５６－２２－１１１１ 

  山梨県国民健康保険団体連合会   電話  ０５５－２３３－９２０１  

・医療法人 笹本会 おおくに介護予防通所介護では、第三者評価は行っていません。 

     

（3）苦情受付後は、医療法人笹本会介護サービスに関する苦情解決の取り扱いに関す

る規程に基づき、解決に努める。尚、本規程は別紙綴りを参照してください。 

 

 

 

 

≪説明確認欄≫ 

     ◎サービス計画の締結にあたり、上記重要事項を説明しました。 

 

     事業者  医療法人 笹本会            

          おおくに介護予防通所介護 

     所在地  甲府市大里町５３１５ 

     説明者  氏名                 印 

 

 

 



◎ サービス計画の締結にあたり、上記により重要事項の説明を受けました。 

 

令和   年   月   日 

 

利用者  住所                    

 

     氏名                 印 

 

  

(代理人)   住所                     

 

     氏名                 印  


